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湖沼は、水道水源等として水資源の安定的な確保に重要な役割を果たして

いるほか、水産資源を育み、観光等の場となるとともに、治水や固有の生態

系を維持する機能を有しているかけがえのない国民的資産である。一方、湖

沼の水質は、近年、流域における社会・経済活動の発展に伴って、湖沼へ流

入する汚濁負荷が増大することにより、汚濁が進行してきている。 

このような状況から、湖沼の水環境の保全を図るため、昭和 59 年７月に湖

沼水質保全特別措置法（昭和 59 年法律第 61 号）が制定され、現在、同法に

基づき、国が水質の汚濁に係る環境基準の確保が緊要な湖沼を指定した上で、

都道府県知事が策定する湖沼水質保全計画の下で、関係行政機関が各種の水

質保全施策を総合的かつ計画的に推進することとされている。 

しかし、湖沼水質保全特別措置法が制定されてから約 20 年が経過している

が、湖沼の水質の汚濁に係る環境基準（ＣＯＤ）の達成率は、同法の制定の

前後を通じ、おおむね横ばいで推移している状況にある。 

この政策評価は、湖沼水質保全特別措置法及び同法に基づく湖沼水質保全

基本方針（昭和 59 年総理府告示第 34 号）の下で、総合的かつ計画的に推進

することとされている政策について、関係行政機関の各種施策が総体として

どのような効果を上げているかなどの総合的な観点から、一括して、全体と

して評価を行い、関係行政の今後の在り方の検討に資するために実施したも

のである。 
























































































































































































































































































